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ル
ー
ト
も
認
め
る
方
針
で
す
。

深
田
●
次
に
、
商
法
が
専
門
の
川
口
先
生
に

伺
い
ま
す
。
昨
年
の
十
一
月
に
今
出
川
、
翌
月

に
京
田
辺
の
両
校
地
で
一
度
ず
つ
開
か
れ
た
、

本
学
の
学
生
向
け
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
説
明
会
を

担
当
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
学

生
の
反
応
は
ど
う
で
し
た
か
。

川
口
●
今
出
川
校
地
に
は
二
百
人
、
京
田
辺

校
地
に
は
百
人
ほ
ど
の
法
学
部
や
他
学
部
の
学

生
が
集
ま
り
、
熱
心
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
実
際
に
決
ま
っ
て
い
な
い
点
も
多
く
、

情
報
が
か
な
り
不
足
し
て
い
ま
す
が
、
学
生
の

関
心
は
非
常
に
高
く
、
入
試
制
度
や
学
費
、
卒

業
後
の
進
路
に
関
す
る
質
問
が
多
か
っ
た
で
す

ね
。
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
様
々
な
情
報
を
開

示
し
て
い
く
の
が
我
々
の
義
務
だ
と
感
じ
て
い

ま
す
。

深
田
●
次
に
ロ
ー
ゼ
ン
先
生
に
伺
い
ま
す
。

日
本
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
部
分
が
多
分

に
あ
り
ま
す
。
ロ
ー
ゼ
ン
先
生
は
、
ア
メ
リ
カ

の
ロ
ヨ
ラ
大
学
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
長
い
間
教

鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。
日
本
で
の
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
開
校
に
ど
の
よ
う
な
印
象
を
お
持

ち
で
し
ょ
う
か
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
充
実
し
た
教

育
で
、
リ
ー
ガ
ル
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
が

も
っ
と
増
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
の

弁
護
士
数
は
、
ア
メ
リ
カ
の
百
万
人
に
比
べ
る

と
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。
で
す
が
、
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
の
よ
う
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
あ
れ
ば
優
秀
な

弁
護
士
が
数
多
く
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
今
ま

で
千
人
ほ
ど
だ
っ
た
司
法
試
験
合
格
者
が
今
後

三
千
人
ほ
ど
に
増
え
る
と
い
う
の
は
、
日
本
社

会
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

深
田
●
日
本
の
弁
護
士
数
は
現
在
一
万
八
千

人
ほ
ど
。
し
か
も
東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市

に
集
中
し
て
い
ま
す
。

川
口
●
数
を
増
や
す
の
で
あ
れ
ば
現
行
の
司

法
試
験
合
格
者
の
枠
を
広
げ
れ
ば
い
い
わ
け
で

す
。
問
題
の
丸
暗
記
の
よ
う
な
受
験
勉
強
を
改

め
、
質
の
高
い
法
学
教
育
を
提
供
し
、
高
度
な

資
質
と
能
力
を
備
え
た
法
曹
を
育
て
て
い
く
の

が
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
つ
く
る
理
由
で
す
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
私
は
先
程
申
し
あ
げ
た
リ
ー
ガ

ル
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
言
葉
を
強

調
し
た
い
の
で
す
が
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
司

法
試
験
に
合
格
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
法
曹

と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

深
田
●
福
島
先
生
は
、
東
京
、
名
古
屋
、
大

阪
な
ど
の
地
裁
、
高
裁
な
ど
で
裁
判
官
と
し
て

主
に
刑
事
裁
判
を
担
当
さ
れ
、
ま
た
最
高
裁
判
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か
ら
行
わ
れ
て
き
た
政
治
改
革
や
行
政
改
革
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
日
本
を
変
え
る
諸
改
革
の
一
環

と
い
え
ま
す
。
諸
改
革
の
「
最
後
の
要
」
と
し

て
、
ま
た
司
法
が
い
ま
だ
期
待
さ
れ
た
形
ま
で

至
っ
て
い
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
今
回
の
改
革

に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
改
革
に

は
当
然
、こ
れ
か
ら
の
司
法
を
支
え
る
裁
判
官
、

検
察
官
、
弁
護
士
と
い
っ
た
法
曹
育
成
が
重
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
教
育
改
革
、
大
学
改
革
も

あ
り
、
法
曹
養
成
機
関
と
し
て
浮
上
し
て
き
た

の
が
専
門
職
大
学
院
で
あ
る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で

す
。
こ
こ
で
は
、
理
論
と
実
務
を
結
び
つ
け
て

二
年
な
い
し
は
三
年
と
い
う
期
間
で
、
体
系
的

な
学
習
を
積
ん
だ
質
の
高
い
法
曹
を
数
多
く
育

て
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
す
。
今
後
法
曹
に
な

る
に
は
、
原
則
と
し
て
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
経
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
若
干
で
す
が
、
別

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
先
生
方
に
集
ま
っ
て
い

た
だ
き
、
お
話
を
伺
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。佐

藤
先
生
は
民
事
訴
訟
法
が
専
門
で
す
が
、

今
回
の
司
法
制
度
改
革
に
つ
い
て
強
い
関
心
を

持
た
れ
、『
月
刊
司
法
改
革
』
と
い
う
雑
誌
の

編
集
な
ど
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
今
回

の
司
法
改
革
は
、
明
治
期
、
第
二
次
世
界
大
戦

直
後
の
改
革
に
続
い
て
日
本
で
三
番
目
に
大
き

な
改
革
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
な
ぜ
今
、

改
革
な
の
か
。
そ
の
背
景
や
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の

必
要
性
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ご
説
明
い
た
だ
け

ま
す
か
。

佐
藤
●
今
回
の
司
法
改
革
は
、
前
世
紀
後
半

深
田
●
昨
年
十
一
月
「
法
科
大
学
院
教
育
・

司
法
試
験
連
携
法
」
が
成
立
し
、
二
〇
〇
四
年

四
月
か
ら
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
開
校
が
確
実
と
な

り
ま
し
た
。
全
国
で
四
十
校
以
上
開
校
す
る
と

い
わ
れ
て
い
る
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
す
が
、
本
学

で
も
四
年
ほ
ど
前
か
ら
準
備
作
業
を
は
じ
め
、

昨
年
十
二
月
に
実
施
計
画
案
が
で
き
上
が
り
ま

し
た
。ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、

教
員
三
十
人
、
入
学
定
員
百
五
十
人
の
規
模
で

ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。
本
学
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
基
本
理
念
が

あ
り
、「
自
治
自
立
」
の
精
神
を
持
っ
た
法
曹
、

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
で
き
る
「
高
度

の
専
門
性
」
を
持
っ
た
法
曹
、
そ
し
て
国
際
社

会
で
活
躍
で
き
る
「
国
際
性
」
を
備
え
た
法
曹

の
育
成
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

今
日
は
本
学
の
法
科
大
学
院
設
置
準
備
委
員

座談会

出
席
者
（
発
言
順
）

佐
藤
鉄
男
（
大
学
法
学
部
教
授
）

川
口
恭
弘
（
大
学
法
学
部
教
授
）

D
a
n
R
O
S
E
N

（
大
学
法
学
部
教
授
）

福
島

裕
（
大
学
法
学
部
特
別
客
員
教
授
）

司
会

深
田
三
徳（
大
学
法
科
大
学
院
設
置
準
備
室
長
、

法
学
部
教
授
）

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
必
要
性

佐藤鉄男氏

さとう・てつお／1955年北海道生ま
れ。東京大学大学院博士課程修了。専
攻は民事手続法で、特に倒産処理や司
法制度を中心に研究している。著書に
『取締役倒産責任論』（信山社、1991年）、
『等身大の裁判』（成文堂、近刊予定）
など。

付
加
価
値
を
も
つ
法
曹
の
輩
出
を

ロ
ー
ス
ク
ー
ル



川口恭弘氏

かわぐち・やすひろ／1959年大阪府生
まれ。神戸大学大学院法学研究科博士
課程前期課程修了。専攻は商法。著書
に『米国金融規制法の研究』（東洋経
済新報社、1989年）、『現代の金融機関
と法』（中央経済社、2001年）、『日本
の会社法』（商事法務、2003年）など。
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ま
た
、
現
在
の
複
雑
な
争
点
を
は
ら
ん
だ
事

件
を
適
正
に
処
理
し
て
い
く
た
め
に
、
今
の
裁

判
所
は
、
民
事
部
を
例
に
と
る
と
、
知
的
財
産

部
、
倒
産
部
、
執
行
部
な
ど
に
専
門
化
し
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
本
学
で
も
、
選
択
科

目
と
し
て
民
事
、
刑
事
の
各
コ
ー
ス
を
い
ろ
い

ろ
用
意
し
て
お
り
、
実
務
を
重
視
し
た
法
理
論

を
し
っ
か
り
身
に
付
け
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
担
う
役
割

の
大
き
さ
や
責
任
の
重
さ
を
強
く
感
じ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

双
方
向
、
多
方
向
型
授
業
の
展
開

深
田
●
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、
少
人
数
ク
ラ

ス
で
の
対
話
型
の
授
業
が
中
心
に
な
る
と
い
わ
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所
の
司
法
研
修
所
の
教
官
と
し
て
、
四
年
ほ
ど

司
法
修
習
生
を
指
導
さ
れ
た
経
験
も
持
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
そ
の
経
験
か
ら
し
て
、
今
回
ど
の

よ
う
な
ご
意
見
を
お
持
ち
で
し
ょ
う
か
。

福
島
●
五
十
余
年
の
歴
史
を
も
つ
司
法
研
修

所
は
、
司
法
修
習
生
を
実
務
へ
の
第
一
歩
か
ら

教
育
し
、
一
人
前
の
法
曹
と
し
て
世
に
送
り
出

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
法
曹
養
成
の
在
り
方
が

今
、
時
代
の
要
請
に
よ
り
大
き
く
変
わ
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
私
は
そ
の
こ
と
に
ま
ず
感
慨
を

抱
き
ま
す
ね
。

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
開
校
に
よ
り
、
法
曹
養
成
に

特
化
し
た
教
育
を
比
較
的
若
い
段
階
か
ら
受
け

る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
法
曹
の
仕
事
は

生
涯
学
習
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も

「
鉄
は
熱
い
う
ち
に
打
て
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
、
法
曹
育
成
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思

い
ま
す
ね
。

Dan ROSEN氏

ダン・ローゼン／1952年アメリカ・シ
カゴ生まれ。エール大学ロースクール
で法学博士号（J.S.D）取得。専門はア
メリカ憲法、マス・メディア法、芸能
法。ロースクールに関する論文として、
“Will the Creation of American-Style
Law Schools Bring American-Style On-
Line Legal Education to Japan?”
(2001);“Schooling Lawyers”(2001);
「ロースクールから見習うべき点はど
こにあるのか」(2001)がある。

れ
て
い
ま
す
。
本
学
で
も
講
義
は
五
十
人
、
演

習
は
二
十
五
人
程
度
の
少
人
数
ク
ラ
ス
で
運
営

さ
れ
る
予
定
で
す
。
例
え
ば
演
習
で
は
民
法
、

商
法
、
民
事
訴
訟
法
な
ど
の
専
門
の
異
な
る
教

員
や
実
務
家
教
員
が
一
緒
に
授
業
を
行
う
な

ど
、
こ
れ
ま
で
の
法
学
部
に
は
な
い
教
育
を
展

開
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で

は
、
先
生
と
学
生
が
問
答
や
対
話
し
な
が
ら
授

業
を
進
め
て
い
く
「
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
メ
ソ

ッ
ド
」
が
根
づ
い
て
い
ま
す
ね
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
メ
ソ
ッ
ド

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
学
生
が
先
生
と
の
や
り
取
り

を
通
し
て
、
自
分
の
考
え
や
論
点
を
ク
リ
ア
に

し
て
い
く
こ
と
で
す
。
先
生
は
そ
の
手
助
け
を

し
、
学
生
た
ち
の
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
を
養

っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
何
よ
り
学
生
が
自
分

で
問
題
を
分
析
し
て
、
考
え
て
、
解
決
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
の
他
に
も
法
律
相
談
を
行
う
「
リ
ー
ガ

ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
や
問
題
解
決
学
習
な
ど
を

取
り
入
れ
た
「
プ
ロ
ブ
レ
ム
・
メ
ソ
ッ
ド
」
な

ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
り
ま
す
。

福
島
●
司
法
研
修
所
に
は
「
問
題
研
究
」
と

い
う
科
目
が
あ
り
ま
す
が
、
修
習
生
が
事
前
に

提
出
し
た
解
答
案
を
基
に
し
て
教
官
と
修
習
生

が
双
方
向
的
な
議
論
を
展
開
し
ま
す
。

深
田
●
し
か
し
対
話
型
の
授
業
と
な
る
と
、

教
員
は
教
材
作
成
の
準
備
に
時
間
が
か
か
り
、

学
生
も
予
習
復
習
が
大
変
に
な
り
ま
す
ね
。

佐
藤
●
教
員
も
学
生
も
考
え
方
を
根
本
的
に

変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。確
か
に
学
部
で
は
、

今
ま
で
週
に
一
コ
マ
だ
け
ゼ
ミ
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
よ
う
な
授
業
が
飛
躍
的
に
多
く
な
る

わ
け
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
法
律
の
勉
強
に
は

あ
ら
か
じ
め
答
え
が
な
い
の
だ
と
い
う
点
を
踏

ロ
ー
ゼ
ン
●
日
本
の
学
生
は
、
対
話
型
の
授

業
だ
と
、
初
め
の
う
ち
は
な
か
な
か
話
そ
う
と

し
ま
せ
ん
が
、
少
し
後
押
し
す
る
と
活
発
な
議

論
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
い
い
授
業
に
な

る
と
思
い
ま
す
ね
。

多
様
な
科
目
群
の
設
置

深
田
●
本
学
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
い
ろ
い

ろ
特
色
の
あ
る
科
目
群
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

学
生
の
学
習
段
階
に
応
じ
て
、
ま
た
将
来
の
キ

ャ
リ
ア
設
計
に
応
じ
て
様
々
な
科
目
群
を
系
統

的
に
履
修
し
て
も
ら
う
予
定
で
す
が
、
そ
の
中

に
は
従
来
の
大
学
法
学
教
育
に
な
か
っ
た
実
務

関
連
科
目
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
模
擬

裁
判
、
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
エ
ク
ス
タ

ー
ン
シ
ッ
プ
、
法
曹
倫
理
な
ど
が
そ
う
で
す
。

模
擬
裁
判
の
授
業
は
、
福
島
先
生
が
中
心
と
な

ま
え
て
授
業
に
臨
む
こ
と
が
大
切
で
す
。
法
学

部
の
学
生
は
、
正
解
を
覚
え
込
ん
で
使
う
の
に

は
慣
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
新
し

い
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
太
刀
打
ち
で
き
ま

せ
ん
。
ゼ
ミ
で
も
す
ぐ
に
答
え
を
聞
き
た
が
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
改
め
、
議
論
し

な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
ま
す
。

福
島
●
司
法
研
修
所
で
も
最
近
、
修
習
生
が

正
解
を
尋
ね
る
傾
向
が
強
い
と
教
官
た
ち
は
嘆

い
て
い
ま
す
。

川
口
●
こ
れ
ま
で
の
法
学
部
教
育
は
、
ま
ず

法
律
体
系
を
学
ん
で
か
ら
、
条
文
あ
る
い
は
用

語
の
解
説
に
入
り
ま
す
。
そ
の
後
、
今
ま
で
の

判
例
を
取
り
上
げ
て
い
く
。
し
か
し
、
実
社
会

は
逆
で
す
ね
。
ま
ず
事
件
が
あ
り
、
そ
こ
で
の

問
題
点
を
探
し
出
し
て
ど
の
法
律
が
適
用
さ
れ

る
の
か
を
自
分
で
考
え
出
し
て
い
く
。
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
で
は
そ
の
ス
キ
ル
を
重
要
視
し
て
い
ま
す
。

特
色
あ
る
教
育
内
容

福島 裕氏

ふくしま・ひろし/1936年広島県生ま
れ。京都大学法学部卒業。37年間裁判
官として勤務し、主として刑事事件を
担当。その間に、司法研修所教官、大
阪国税不服審判所長、岡山地方裁判所
長、大阪高等裁判所部総括判事などを
務める。司法試験考査委員。

深田三徳氏

ふかだ・みつのり/1942年島根県生ま
れ。同志社大学大学院修士課程修了。
専攻は法哲学。最近は人権哲学と現代
法理論の研究。著書に『法実証主義論
争』（法律文化社、1983年）、『法実証
主義と功利主義』（木鐸社、1984年）、
『法思想史（第2版）』有斐閣、1997年）、
『現代人権論』（弘文堂、1999年）など。
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っ
て
、
す
で
に
教
材
作
成
の
準
備
を
開
始
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

福
島
●
今
教
材
を
い
ろ
い
ろ
と
検
討
中
で
す
。

本
学
の
模
擬
法
廷
は
か
な
り
の
も
の
が
で
き
上

が
る
予
定
な
の
で
、
大
い
に
楽
し
み
に
し
て
ほ

し
い
で
す
ね
。
司
法
研
修
所
で
も
、
模
擬
裁
判

は
修
習
生
に
と
て
も
人
気
の
あ
る
科
目
で
す
。

平
素
は
目
立
た
な
い
修
習
生
で
も
模
擬
裁
判
が

近
づ
い
て
く
る
と
、
生
き
生
き
と
し
、
遅
く
ま

で
居
残
っ
て
事
前
の
準
備
に
余
念
が
な
い
。
実

演
で
も
大
し
た
役
者
だ
っ
た
り
す
る
の
で
す

（
笑
）。

深
田
●
新
大
学
会
館
（
仮
称
）
の
二
階
に
模

擬
法
廷
の
教
室
を
用
意
し
て
い
ま
す
が
、
今
の

話
か
ら
す
る
と
、
需
要
が
高
く
て
模
擬
法
廷
が

二
つ
も
三
つ
も
必
要
に
な
り
そ
う
で
す
ね

（
笑
）。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で

は
、
一
般
的
に
一
年
次
生
の
終
わ
り
に
二
〜
三

週
間
ほ
ど
模
擬
裁
判
の
コ
ン
テ
ス
ト
を
行
い
ま

す
。
勝
ち
抜
き
で
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
決
め
る
の

で
す
が
、
文
章
力
や
ア
ピ
ー
ル
力
、
論
理
力
な

ど
も
加
味
し
て
評
価
し
ま
す
。

深
田
●
私
は
一
昨
年
の
三
月
に
ボ
ス
ト
ン
へ

視
察
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
ロ
ー
ス
ク

ー
ル
の
学
生
が
仮
免
許
を
与
え
ら
れ
て
実
際
の

法
廷
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。検
察
官
を
し
た
り
、

弁
護
士
を
し
た
り
で
す
ね
。
恐
ら
く
日
本
で
行

う
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
…
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ア
メ
リ
カ
で
は
、
例
え
ば
リ
ー

ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
い
う
形
で
法
律
相
談
を

行
い
、
裁
判
が
必
要
で
あ
れ
ば
学
生
が
弁
護
士

と
し
て
法
廷
に
立
ち
ま
す
。
た
だ
責
任
者
は
本

職
の
弁
護
士
で
、学
生
は
そ
の
下
で
働
き
ま
す
。

川
口
●
学
生
側
が
け
っ
こ
う
裁
判
に
勝
つ
ら

し
い
で
す
ね
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
そ
う
な
の
で
す
。
本
職
の
弁
護

士
は
多
く
の
仕
事
を
抱
え
て
い
て
、
一
つ
の
裁

判
に
学
生
た
ち
ほ
ど
集
中
で
き
な
い
。
本
職
の

弁
護
士
に
と
っ
て
手
強
い
相
手
で
す
（
笑
）。

付
加
価
値
を
重
視
し
た
法
学
教
育

深
田
●
本
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
特
徴
の
一
つ
に
、
ア
メ
リ
カ
法
の
関
連
科

目
の
配
置
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ア
メ
リ
カ
法
や
E
U
法
を
は
じ

め
と
し
た
外
国
法
を
学
ぶ
こ
と
は
、
ど
の
国
の

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
も
必
要
で
す
。
現
在
、
日
本

は
ア
メ
リ
カ
と
関
係
が
深
く
、
し
か
も
新
島
先

生
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
を
卒
業
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
外
国
法
の
中
で
も
ア
メ

リ
カ
法
が
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

川
口
●
こ
れ
か
ら
毎
年
三
千
人
の
法
曹
が
誕

生
し
て
く
る
中
で
、
司
法
試
験
を
通
っ
た
だ
け

で
は
食
べ
て
い
け
な
い
時
代
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
今
後
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
ど
れ
だ

け
学
生
に
付
加
価
値
を
与
え
て
修
了
さ
せ
る
か

が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
「
国
際
性
」

の
あ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
関
連
科
目
を
配
置
す
る

こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ア
メ
リ
カ
で
も
知
的
財
産
分
野

や
環
境
分
野
に
強
い
と
こ
ろ
な
ど
、
ロ
ー
ス
ク

ー
ル
に
よ
っ
て
個
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

福
島
●
同
志
社
大
学
で
は
「
刑
事
司
法
コ
ー

ス
」
の
設
置
も
大
き
な
特
色
で
す
。
刑
事
司
法

関
連
科
目
は
他
大
学
で
は
あ
ま
り
見
か
け
ま
せ

ん
。
私
の
ゼ
ミ
生
に
も
将
来
刑
事
裁
判
官
や
検

察
官
に
な
り
た
い
と
い
う
学
生
が
か
な
り
い
ま

す
が
、
こ
う
し
た
法
曹
を
め
ざ
す
学
生
に
と
っ

て
魅
力
的
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

多
様
な
学
生
が
集
い
切
磋
琢
磨
す
る

深
田
●
本
学
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
入
学
定
員

は
、
法
学
未
修
者
が
五
十
人
、
法
学
既
修
者
が

百
人
の
予
定
で
す
が
、
他
学
部
で
勉
強
し
て
い

た
法
学
未
修
者
は
、
法
学
部
の
学
生
が
四
年
間

か
け
て
学
ん
だ
法
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
一
年
間

で
学
び
ま
す
。
そ
し
て
二
年
目
か
ら
法
学
既
修

者
と
一
緒
に
勉
強
す
る
形
に
な
り
ま
す
。

川
口
●
他
学
部
出
身
者
が
一
年
で
法
学
修
了

者
な
み
に
法
律
学
を
マ
ス
タ
ー
す
る
の
は
な
か

な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
勉
強
す
る
内
容
や

質
は
法
学
部
生
と
相
当
違
っ
て
き
ま
す
。
一
年

間
か
な
り
勉
強
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
足
り
な
い
部
分
は
後
の
二
年
間
で
補
っ

て
い
く
形
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
は
法
学
部

が
な
い
の
で
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
一
年
目
に

相
当
鍛
え
ま
す
。
そ
こ
で
学
生
た
ち
は
法
学
の

ベ
ー
ス
を
身
に
付
け
ま
す
。

佐
藤
●
他
学
部
の
学
生
は
、
法
学
部
生
と
は

違
っ
た
強
み
が
あ
り
ま
す
。
法
律
問
題
の
最
終

的
な
判
断
は
法
律
だ
け
で
決
め
る
の
で
は
な

く
、
様
々
な
知
識
が
必
要
で
す
。
多
様
な
バ
ッ

ク
グ
ラ
ン
ド
を
有
す
る
者
が
集
う
意
義
は
大
き

い
。ま

た
、
今
の
社
会
は
非
常
に
高
度
化
、
複
雑

化
し
て
い
ま
す
の
で
、
単
に
法
律
だ
け
で
解
決

で
き
な
い
問
題
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

複
眼
的
な
思
考
を
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
中
で
身
に

付
け
て
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
放
っ
て

お
く
と
、
と
か
く
法
学
部
の
人
と
い
う
の
は
、

視
野
が
狭
く
な
り
が
ち
で
す
か
ら
（
笑
）。

深
田
●
現
在
、
医
療
や
環
境
、
遺
伝
子
、
特

許
、
著
作
権
な
ど
に
関
係
し
た
新
し
い
紛
争
が

起
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
現
代
型
紛
争
に

対
応
で
き
る
法
曹
を
、
他
学
部
出
身
と
い
う
強

み
を
生
か
し
な
が
ら
養
成
す
る
こ
と
も
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
の
大
き
な
役
割
で
す
。

学
部
教
育
と
の
関
連
性

深
田
●
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
開
校
は
、
法
学
部

以
外
の
学
部
を
含
め
て
学
部
教
育
に
大
き
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
ね
。

川
口
●
日
本
の
現
状
を
考
え
る
と
、
法
律
を

勉
強
す
る
意
義
は
、
何
も
法
曹
に
な
る
た
め
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
に
入
っ
て
も
法
的

な
素
養
は
必
要
で
す
し
、
国
家
公
務
員
試
験
や

弁
理
士
な
ど
の
資
格
取
得
に
も
法
律
が
必
要
で

す
か
ら
、
法
学
部
は
維
持
す
べ
き
だ
と
い
う
の

が
本
学
の
考
え
方
で
す
。
で
す
が
現
状
の
ま
ま

で
は
い
け
な
い
の
は
確
か
で
、
現
在
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
改
正
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

佐
藤
●
大
学
院
法
学
研
究
科
へ
の
百
人
ほ
ど

の
入
学
者
の
う
ち
、
司
法
試
験
を
目
指
す
約
三

分
の
一
の
学
生
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
流
れ
る
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
同
研
究
科
の
あ
り
方
も
見

直
さ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
後
実
定
法

の
研
究
者
志
望
の
方
は
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
卒

業
し
て
か
ら
後
期
課
程
に
入
る
と
思
い
ま
す
。

新大学会館（仮称）内にできる模擬法廷完成予想図
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入
試
選
抜
方
法
に
つ
い
て

深
田
●
入
試
選
抜
方
法
に
つ
い
て
は
今
も
検

討
中
で
す
が
、
公
平
性
、
公
開
性
、
透
明
性
な

ど
の
原
則
は
守
っ
て
い
き
ま
す
。
統
一
適
性
試

験
の
後
に
同
志
社
が
独
自
に
行
う
法
律
科
目
試

験
や
小
論
文
・
面
接
な
ど
に
関
し
て
の
質
問

が
、
学
生
か
ら
は
多
く
あ
り
ま
す
。

川
口
●
統
一
適
性
試
験
に
つ
い
て
は
数
回
模
擬

試
験
が
行
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
内
容
は
徐
々
に

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
問
題
は
各
大

学
で
行
う
試
験
内
容
で
す
。
学
生
の
試
験
準
備

期
間
も
考
え
、
な
る
べ
く
早
く
入
試
選
抜
方
法

を
決
め
て
情
報
開
示
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
ア
メ
リ
カ
に
は
L
S
A
T
（L

aw

S
ch
o
o
l
A
d
m
issio

n
T
est

）
と
い
う
全
国

統
一
型
試
験
が
あ
り
、
読
解
力
、
分
析
力
、
文

章
力
、
推
理
力
な
ど
の
能
力
を
計
り
ま
す
。
だ

か
ら
個
人
的
に
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
る
ま
で

は
、
法
学
の
専
門
的
な
勉
強
は
い
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

川
口
●
日
本
の
統
一
適
性
試
験
も
L
S
A
T
と
似

た
内
容
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
は
そ
の
能
力
を

ど
う
し
て
高
め
た
ら
い
い
か
が
問
題
で
す
。
私

は
マ
ン
ガ
を
読
む
よ
り
本
を
た
く
さ
ん
読
み
な

さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
（
笑
）。

佐
藤
●
統
一
適
性
試
験
の
た
め
に
特
別
な
勉

強
は
必
要
で
は
な
く
、
日
頃
の
勉
強
ぶ
り
が
試

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
も
L
S
A
T

対
策
の
予
備
校
や
塾
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
い

わ
ゆ
る
過
去
の
問
題
対
策
を
行
う
わ
け
で
す
。

深
田
●
統
一
適
性
試
験
は
、
法
曹
に
な
る
た

め
の
基
本
的
な
能
力
を
問
う
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
、
結
局
は
幅
広
く
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
読

ん
だ
り
、
経
験
し
た
り
、
あ
る
い
は
議
論
し
た

り
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。

深
田
●
多
く
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
開
設
と
い
う

厳
し
い
競
争
の
中
で
、
本
学
も
た
く
さ
ん
の
ハ

ー
ド
ル
を
越
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
二

〇
〇
六
年
三
月
に
は
第
一
期
生
を
送
り
出
す
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
同
年
五
月
に
は
新
司
法
試

験
、
そ
の
後
す
ぐ
に
第
三
者
評
価
機
関
の
評
価

作
業
が
始
ま
り
ま
す
。本
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、

京
都
大
学
、
神
戸
大
学
、
九
州
大
学
、
あ
る
い

は
関
西
の
私
立
大
学
な
ど
か
ら
著
名
な
先
生
方

を
招
聘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
で
あ

ろ
う
多
く
の
関
門
を
ス
ム
ー
ズ
に
越
え
、
ま
た

魅
力
的
な
教
育
を
提
供
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
ひ
と
言
ず
つ
お
願
い
し
ま
す
。

26

福
島
●
自
分
の
大
学
生
時
代
を
振
り
返
っ
て

み
ま
す
と
、
司
法
試
験
が
難
関
か
つ
年
に
一
度

の
チ
ャ
ン
ス
し
か
な
い
と
い
う
理
由
で
、
法
曹

の
道
を
あ
き
ら
め
た
友
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
情
熱
の
あ
る
人
は
あ
き
ら
め
る
こ

と
な
く
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
で
立
派
な
法

曹
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
ま
た
本
学
の
実

務
家
教
員
の
一
人
と
し
て
、
理
論
と
実
務
の
橋

渡
し
に
も
役
立
ち
た
い
と
思
い
ま
す
。

ロ
ー
ゼ
ン
●
法
律
の
問
題
に
は
、
人
間
の
す

べ
て
が
詰
っ
て
い
ま
す
。
本
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

で
は
、楽
し
ん
で
法
律
を
学
ん
で
ほ
し
い
で
す
。

佐
藤
●
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
、
学
生
も
教
員
も

人
間
力
を
鍛
え
て
い
く
。
殻
に
閉
じ
こ
も
ら
ず

に
、
学
生
と
様
々
な
可
能
性
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

川
口
●
本
学
で
は
、
た
だ
司
法
試
験
合
格
の

た
め
に
勉
強
す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
役
立
つ

付
加
価
値
を
持
っ
た
法
曹
を
養
成
し
ま
す
。
学

生
が
入
学
し
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
魅
力
的
な

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
し
た
い
で
す
ね
。

深
田
●
私
も
準
備
委
員
会
の
先
生
方
と
共
に
、

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
開
校
の
た
め
に
一
緒
に
が
ん
ば

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

楽
し
ん
で
法
律
を
学
ん
で

基礎科目（必修30単位）
公法講義Ⅰ（統治組織）
公法講義Ⅱ（人権）
公法講義Ⅲ（行政法）
刑法講義Ⅰ（総論）
刑法講義Ⅱ（各論）
民法講義Ⅰ（総則）
民法講義Ⅱ（不法行為法）
民法講義Ⅲ（契約法）
民法講義Ⅳ（契約法）
民法講義Ⅴ（物権法）
商法講義（会社法）
刑事訴訟法講義
民事訴訟法講義
現代法理論講義
法曹基本科目（必修４単位）
リーガルリサーチ＆ライティング
法曹倫理
基幹科目（必修30単位）
公法演習
公法総合演習
刑事法演習
刑事法総合演習
民事法演習Ⅰ
民事法演習Ⅱ
民事法演習Ⅲ
民事法総合演習
展開・先端科目（選択必修８単位）
労働法
知的財産法
環境法
租税法
情報・メディア法
経済法
親族法
相続法
企業取引法
救済手続法
ADR法
法曹応用科目
（選択必修８単位）
４コースのうち、１コ
ースから６単位選択
刑事司法コース
刑事政策
クリミナル・ジャスティス・システム
捜査法
刑事公判法

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

2
2

4
2
4
4
4
４
４
４

4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

単
位

年
次 備考

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（1）

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1・2
2

2
3
2
3
2
2
2
3

2～
2～
2～
2～
2～
2～
2～
2～
2～
2～
2～

2～
2～
2～
2～

50人クラス
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

15人クラス
50人クラス

25人クラス
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

ビジネス取引コース
金融取引法
証券取引法
セキュリタイゼーション
国際動産取引法
知的財産取引法
ビジネス組織コース
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ファイナンス
企業結合法（Ｍ＆Ａ）
ベンチャービジネス法
国際法務コース
国際私法
国際経済法
国際民事訴訟法
国際法
国際人権法
アメリカ法関連科目
（選択必修４単位）
アメリカン・リーガルシステム
アメリカン・リーガルプロセス
アメリカン・リーガルトピックス
アメリカ不法行為法
アメリカ契約法
アメリカビジネス法
外国法
基礎法・隣接科目
（選択必修４単位）
法理学
比較法文化論
法社会学
法政策論
実務関連科目
（選択必修２単位）
模擬裁判
クリニック
エクスターンシップ
法律文書作成法
論文（選択）

2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
6

単
位

年
次 備考

（2）

（3）

（4）

F

G

H

I

2～
2～
2～
2～
2～

2～
2～
2～
2～

2～
2～
2～
2～
2～

1～
1～
1～
2～
2～
2～
1～

1～
1～
1～
1～

3
3
3
3
3

20人クラス

20人クラス

★修了必要単位数
○法学未修者 100単位
必修 64単位
選択必修 26単位
選択 10単位

○法学既修者 70単位
必修 34単位
選択必修 26単位
選択 10単位

注）選択はＤ～Ｊのなかで選択

★登録制限単位　120単位（法学既修者82単位）
1年　38単位、 2年　38単位、 3年　44単位

同志社大学ロースクールカリキュラム
（2002年12月に決定した実施計画に基づく案。その後さらに検討中。）



特　集 ロースクール

母
校
に
戻
っ
て
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
う
れ
し
い
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
法
学
の
主
流
は
官
僚
法
学
で
あ
っ
た
。
法
学
教
育

は
官
僚
養
成
の
た
め
に
始
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
官
僚
が
国
民
を
支
配
し
、
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
の
法
理
論
、
法
の
解
釈
と
運
用
を
教
え
て
き
た
。

同
志
社
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
市
民
の
法
学
を
学
び
身
に
つ
け
る
場
に
し

た
い
。「
市
民
が
法
の
主
人
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
市
民
の

意
思
を
実
現
し
、
市
民
の
権
益
を
守
る
法
理
論
、
法
技
術
を
学
ぶ
の
で
あ

る
。
私
学
の
よ
さ
を
生
か
し
て
市
民
の
法
を
展
開
す
る
中
心
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
市
民
の
法
は
地
球
的
な
拡
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
法

の
専
門
家
は
広
い
視
野
と
国
際
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
論
理
を
的
確
に
組
み
立
て
、
相
手
の

意
見
を
理
解
し
、
解
決
策
を
見
い
だ
す
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
を
知

り
、
他
人
へ
の
配
慮
が
で
き
る
確
か
な
教
養
が
基
盤
に
な
る
。
六
法
科
目

の
習
得
と
と
も
に
、
な
に
を
目
的
と
し
て
法
を
活
用
し
運
用
す
る
の
か
に

つ
い
て
の
明
ら
か
な
見
通
し
と
、
強
い
倫
理
観
が
求
め
ら
れ
る
。
同
志
社

の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
か
ら
、
良
心
を
手
腕
に
市
民
の
法
を
運
用
す
る
法
の
専

門
家
を
輩
出
で
き
る
よ
う
、
努
力
し
た
い
と
思
う
。

28

ロースクール新任教員からのメッセージ�

特
集
●
同
志
社
の
め
ざ
す
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル

29

藤
倉
皓
一
郎

ふ
じ
く
ら
・
こ
う
い
ち
ろ
う
／
一
九
三
四
年
大
阪
府
生
ま

れ
。
一
九
五
七
年
同
志
社
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
ア
メ
リ

カ
に
留
学
、
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
卒
、
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
タ
ン

大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

を
修
了
。
そ
の
後
、
同
志
社
大
学
、
東
京
大
学
、
早
稲
田

大
学
、
帝
塚
山
大
学
教
授
を
歴
任
、
ア
メ
リ
カ
の
い
く
つ

か
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
も
客
員
教
授
と
し
て
教
え
た
。
ア

ー
モ
ス
ト
大
学
名
誉
法
学
博
士
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

専
門
は
英
米
法
、
比
較
環
境
法
。
著
書
にE

nvironm
ental

L
aw
in
Japan

（
共
著
）
な
ど
が
あ
る
。

ボ
ー
ダ
レ
ス
化
の
進
展
を
踏
ま
え
、
本
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
設
置
目
的

の
一
つ
に
国
際
的
感
覚
の
豊
か
な
法
曹
の
養
成
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
私

は
英
国
で
主
と
し
て
英
国
法
の
研
究
・
教
育
に
従
事
し
て
き
た
が
、
英
国

法
は
国
際
性
豊
か
な
法
学
教
育
の
実
践
に
格
好
の
素
材
を
提
供
す
る
と
思

う
。
と
い
う
の
は
、
使
用
言
語
が
実
務
で
重
要
な
英
語
で
あ
る
こ
と
の
み

な
ら
ず
、
英
国
法
は
数
多
あ
る
他
の
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
の
法
と
相
互

に
影
響
を
与
え
あ
い
な
が
ら
発
展
し
て
き
て
お
り
、
さ
ら
に
近
年
は
Ｅ
Ｕ

を
通
し
大
陸
法
の
影
響
も
強
く
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
英
国

法
が
事
実
上
の
国
際
標
準
と
な
っ
て
い
る
国
際
取
引
法
分
野
も
多
い
。
ロ

ー
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
日
本
の
国
際
取
引
法
・
国
際
民
事
訴
訟
法
・

国
際
私
法
に
つ
い
て
、
既
存
の
研
究
・
教
育
需
要
に
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に

対
応
す
る
の
み
な
ら
ず
、
英
国
で
の
研
究
・
教
育
経
験
を
統
合
し
た
特
色

あ
る
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在
す
る
未
開
拓
の
需
要
も
掘

り
起
こ
し
て
い
き
た
い
。
上
記
の
よ
う
な
選
択
科
目
に
お
い
て
、
他
の
法

科
大
学
院
で
は
受
講
で
き
な
い
内
容
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
本
学
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
の
魅
力
を
高
め
る
一
助
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
国
際
性
豊
か
な
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
づ
く
り
に
微
力
な
が
ら
も

貢
献
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

高
橋
宏
司

た
か
は
し
・
こ
う
じ
／
一
九
六
九
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
京

都
大
学
法
学
士
・
法
学
修
士
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
法
学
修

士
・
博
士
。
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
大
学
海
商
法
研
究
所
等
を

経
て
現
在
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
法
学
部
講
師
。
専
門
は
国

際
取
引
法
、
国
際
民
事
訴
訟
法
、
国
際
私
法
。
こ
れ
ま
で

ロ
ン
ド
ン
、
オ
ス
ロ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
シ
ド
ニ
ー
等
で

講
義
・
講
演
・
学
会
発
表
。
著
書
にC

laim
s
for

C
on
trib
u
tion

an
d
R
eim
b
u
rsem

en
t
in

an
International

C
ontext

（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
）

が
あ
る
他
、
論
文
多
数
。

空
気
や
水
は
人
間
の
生
活
に
不
可
欠
だ
が
、
私
た
ち
が
そ
の
存
在
を
意

識
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
汚
れ
た
り
不
足
す
る
よ
う
な
と
き
で
あ
る
。
法

律
も
そ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
社
会
悪
が
放
置
さ
れ
る
と
、
法
律
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
と
問
題
に
さ
れ
、
過
剰
規
制
が
生
活
を
窮
屈
に
す

る
と
、
自
由
化
が
叫
ば
れ
る
。
日
常
生
活
で
意
識
さ
れ
な
い
の
が
よ
い
法

律
制
度
だ
ろ
う
。

「
良
き
法
律
家
は
悪
し
き
隣
人
」
（A

g
ood

law
y
er,
a
b
ad

n
eig
h
b
or.

）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
法
律
家
を
養
成
し
た
の
で
は
、
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
と
し
て
失
格
で
あ
る
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
な
お
の
こ
と
、
社
会
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
、
円

満
な
法
律
家
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
只
の
法
律
家
は
、
半
人
前

の
法
律
家
」（T

o
be
only

a
law
yer
is
to
be
half

a
law
yer.

）
で
あ

る
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
社
会
の
期
待
に
応
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
教
師
の

側
が
円
満
な
人
格
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
は
易
く
、
行
う
は
難

し
。
た
え
ず
心
が
け
て
き
た
目
標
で
は
あ
る
が
、
人
生
の
終
わ
り
に
近
づ

い
て
も
未
だ
に
、
前
途
程
遠
し
。
だ
か
ら
生
き
甲
斐
、
や
り
甲
斐
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

龍
田
　
節

た
つ
た
・
み
さ
お
／
一
九
三
三
年
兵
庫
県
生
ま
れ
。
京
都

大
学
法
学
部
卒
業
後
、
一
九
六
六
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大

学
（
バ
ー
ク
レ
ー
）
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
了
。
京
都
大
学
教

授
、
神
戸
学
院
大
学
教
授
を
歴
任
、
二
〇
〇
二
年
四
月
か

ら
同
志
社
大
学
法
学
部
特
別
客
員
教
授
。
専
門
は
商
法
。

弁
護
士
。
海
外
の
大
学
の
客
員
教
授
も
多
数
務
め
る
。
著

書
に
『
会
社
法
』（
有
斐
閣
、
第
八
版
二
〇
〇
一
年
）
な
ど

が
あ
る
。

私
は
一
九
五
五
年
三
月
に
京
都
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、
同
年
四
月
、

京
都
大
学
法
学
部
助
手
と
し
て
大
学
研
究
室
に
入
り
、
そ
れ
以
来
、
一
九

九
六
年
三
月
に
京
都
大
学
を
定
年
退
官
す
る
ま
で
の
四
十
一
年
間
、
民
法

の
研
究
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
一
九
六
一
年
九
月
か
ら
二
年

半
、
一
九
七
八
年
四
月
か
ら
一
年
間
の
合
計
三
年
半
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
に
お
い
て
在
学
研
究
の
機
会
を
得
ま
し
た
。
京
都
大
学
を
退
官
後
、
一

九
九
九
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
二
年
九
月
ま
で
の
三
年
半
は
、
最
高
裁
判
事

と
し
て
、
民
事
、
刑
事
、
行
政
、
労
働
、
知
的
財
産
な
ど
の
数
々
の
事
件

の
裁
判
に
関
わ
り
ま
し
た
。事
件
数
か
ら
は
民
事
事
件
が
圧
倒
的
に
多
く
、

中
で
も
私
の
専
門
の
民
法
に
関
す
る
事
件
が
多
数
を
占
め
、
そ
の
審
議
を

通
し
て
大
学
で
の
研
究
と
は
ま
た
違
っ
た
角
度
か
ら
民
法
上
の
数
多
く
の

興
味
深
い
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は

民
事
法
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
裁
判
実
務
に
携
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
修
得
し
た
貴
重
な
知
識
・
経
験
を
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
の
教
育
に
活

か
し
、
学
生
諸
君
が
実
務
と
の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
た
生
き
た
法
律
知

識
、
法
的
思
考
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
全
力
で
教
育
に

当
た
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

奥
田
昌
道

お
く
だ
・
ま
さ
み
ち
／
一
九
三
二
年
東
京
都
生
ま
れ
。
そ

の
後
、
大
阪
府
八
尾
市
に
住
み
、
八
尾
高
校
を
経
て
一
九

五
五
年
京
都
大
学
法
学
部
卒
業
。
一
九
五
八
年
京
都
大
学

助
教
授
、
一
九
七
〇
年
〜
九
六
年
京
都
大
学
教
授
。
そ
の

間
の
一
九
八
三
年
〜
八
五
年
京
都
大
学
法
学
部
長
。
一
九

九
六
年
〜
九
九
年
鈴
鹿
国
際
大
学
教
授
。
一
九
九
九
年
四

月
か
ら
二
〇
〇
二
年
九
月
ま
で
最
高
裁
判
所
判
事
を
務
め

る
。
二
〇
〇
二
年
十
月
か
ら
同
志
社
大
学
法
学
部
特
別
客

員
教
授
。
専
門
は
民
法
。
著
書
に
『
請
求
権
概
念
の
生
成

と
展
開
』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）、『
債
権
総
論
（
増
補

版
）』（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
二
〇
〇
三
年
四
月
着
任
予
定
）

（
二
〇
〇
三
年
十
月
着
任
予
定
）

法
学
部
特
別
客
員
教
授

法
学
部
特
別
客
員
教
授


